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令和４年９月26日田尻町規則第21号 

 

   田尻町吉見ノ里駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、吉見ノ里駅前広場の設置及び管理に関する条例（令和４年田尻町

条例第 16号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 （利用時間） 

第２条 条例第４条第 1 項の利用時間は、午前７時から午後９時までとする。ただし、

町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。 

２ 条例第４条第２項の利用時間は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必 

要と認めるときはこの限りでない。 

 (１) コミュニティ施設の利用時間は、午前８時から午後６時までとする。ただし、 

コミュニティ施設内公衆用トイレ（以下「公衆用トイレ」という。）の利用時間

は、終日とする。 

 (２) 交通島は、町長が特に必要と認めるときとする。 

３ 条例第５条ただし書に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）は、町

長の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。 

（休館日） 

第３条 コミュニティ施設の休館日は、12 月 29 日から翌年１月３日までの日とする。

ただし、公衆用トイレは除くものとする。 

２ 町長が特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に

休館することができる。 

３ 指定管理者は、町長の承認を得たときは、第１項の規定にかかわらず、休館日を変

更し、又は臨時に休館することができる。 

（使用許可の申請） 

第４条 条例第６条第１項の規定により、駅前広場の施設の使用許可を受けようとする

者（以下「申請者」）は、あらかじめ吉見ノ里駅前広場使用許可申請書兼使用料減免

申請書（様式第１号。以下「使用兼減免申請書」という。）及びその他必要な書類を

町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限り

でない。 

２ 前項の規定による使用許可の申請は、使用しようとする日の３月前に属する月の初

日（その日が職員の休日、休暇等に関する条例（昭和 42年田尻町条例第 13号）に規

定する休日（以下「休日」という。）の場合は、その翌日）から使用しようとする日



の３日前（その日が休日の場合は、その前日）までに申請しなければならない。 

（使用の許可） 

第５条 町長は、前条第１項による使用兼減免申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、吉見ノ里駅前広場使用許可書兼使用料減免決定通知書（様式第２号。（以

下「使用許可兼減免決定通知書」という。）を交付する。ただし、却下の決定をした

ときは、申請者に対し、吉見ノ里駅前広場使用許可申請却下通知書兼使用料減免申請

却下通知書（様式第３号。（以下「使用却下兼減免却下通知書」という。））を交付す

る。 

２ 前項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、施設を使用するときは、使

用許可兼減免決定通知書を係員に提示しなければならない。 

（使用許可の変更及び取消し） 

第６条 使用の許可を受けた後において施設の使用許可を変更又は取り消そうとする

ときは、使用者は速やかに吉見ノ里駅前広場変更使用許可申請書兼変更使用料減免申

請書（様式第４号。（以下「変更使用兼変更減免申請書」という。））に前条の規定に

より交付された使用許可兼減免決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による使用許可の変更及び取消しの申し出は、使用しようとする日の３

日前（その日が休日の場合はその前日）までにしなければならない。 

３ 町長は、前条第１項による変更使用兼変更減免申請書の提出があったときは、その

内容を審査し、吉見ノ里駅前広場変更使用許可書兼変更使用料減免決定通知書（様式

第５号。（以下「変更使用許可兼変更減免決定通知書」という。）を交付する。ただし、

却下の決定をしたときは、申請者に対し、吉見ノ里駅前広場変更使用許可申請却下通

知書兼変更使用料減免申請却下決定通知書（様式第６号。（以下「変更使用却下兼変

更減免却下通知書」という。）を交付する。 

４ 前項の許可を受けた使用者は、施設を使用するときは、変更使用許可兼変更減免決

定通知書を係員に提示しなければならない。 

（使用料の減免） 

第７条 条例第８条の規定により使用料を減額又は免除（以下「減免」という。）でき

る場合は、次の各号に掲げる場合とする。 

(１) 町、町議会、町の執行機関及び附属機関並びにその他町の関係団体が利用する

場合 免除 

 (２) 町、町議会及び町の執行機関が共催する事業に利用する場合 免除 

 (３) 主に義務教育修了前の町内在住者で構成される町内の社会福祉及び社会教育

等の活動を行うとともに、町の事業及び施策の推進に寄与する団体であって、町

に登録されている団体が使用する場合 ４分の３ 

 (４) 半数以上が町内在住者又は在勤者で構成される町内の社会福祉及び社会教育 

等の活動を行うとともに、町の事業及び施策の推進に寄与する団体であって、町 



に登録されている団体が使用する場合 ２分の１ 

(５) その他使用料を徴収することが、適当でないと町長が特に認めるとき 町長が 

その都度定める 

２ 前項の規定により使用料の減免措置を受けようとする者は、第４条第１項の規定す

る使用兼減免申請書を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において使用料の減免を認め

たときは、第５条第１項の規定に基づき交付する。 

４ 使用の許可を受けた後において減免の変更するときは、前第１項及び第６条の規定

を準用する。 

５ 町長は、前項の使用料の減免を承諾する場合において特に必要があると認めるとき

は、その使用料の減免に条件を付することができる。 

（使用料の還付） 

第８条 条例第７条第３項のただし書の規定により使用料を還付する場合において、そ

の割合は当該各号に定めるところによる。 

(１) 悪天候等その他使用者の責によらない事由により使用することができなくな

ったとき 全額 

(２) 使用者の責による事由により使用ができなくなり、かつ、使用許可取消しの申

し出が使用日の前 10日までにあったとき 全額 

(３) 使用者の責による事由により使用ができなくなり、かつ、使用許可取消しの申

し出が使用日の前３日までにあったとき 半額 

(４) その他町長が特に必要と認めるとき 町長がその都度定める 

２ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、吉見ノ里駅前広場使用料還

付申請書（様式第７号。（以下「還付申請書」という））に使用許可兼減免決定通知書

又は変更使用許可兼変更減免決定通知書及び領収書を添えて町長に提出しなければ

ならない。 

３ 町長は、前項による還付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、吉見ノ

里駅前広場使用料還付通知書（様式第８号）を交付する。 

（使用者の遵守事項） 

第９条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 駅前広場の安全保守に必要な措置を講ずること。 

(２) 許可を受けた附属設備又は備え付け器具以外のものを使用しないこと。 

(３) 使用が終了したときは、遅滞なく使用した物品等を所定の位置に戻すこと。 

(４) その他町長の指示する事項に従うこと。 

（指定管理者の公募） 

第 10 条 町長は、指定管理者を公募しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げ

る事項を記載した吉見ノ里駅前広場指定管理者募集要項（以下「募集要項」という。）



を定めて公募しなければならない。 

(１) 指定管理者選定の目的 

(２) 応募者の資格に関する事項 

(３) 選定審査対象から除外する事項 

(４) 指定管理者として遵守すべき事項 

(５) 指定予定期間 

(６) 応募の手続に関する事項 

(７) 指定管理者の候補者の選定に関する事項 

(８) 前７号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 町長は、前項に規定する募集要項を定めたときは、その旨を公告しなければならな

い。 

（指定管理者の指定申請） 

第 11 条 条例第 18 条に規定する申請をしようとするもの（以下「申請者」という。）

は、指定管理者指定申請書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 団体の概要を記載した書面 

(２) 団体の活動実績を記載した書面 

(３) 運営に当たっての収支計画及び管理体制計画を記載した書面 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（指定管理者の選定） 

第 12条 条例第 19条第４号の規則で定める事項は、駅前広場として施設管理及び運営

が適切に行うことができることとする。 

（協定の締結） 

第 13 条 指定管理者の指定を受けた団体は、駅前広場の管理等に関する協定を町長と

締結しなければならない。 

２ 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 指定期間に関する事項 

(２) 業務の範囲及び業務の実施に関する事項 

(３) 業務報告に関する事項 

(４) 管理費用及び利用料金に関する事項 

(５) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

(６) 業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項 

(７) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

(８) その他町長が定める事項 

（事業報告書の作成及び提出） 

第 14 条 指定管理者は、条例第 22 条の規定により、事業報告書（様式第 10 号）を町



長に提出しなければならない。 

２ 条例第 22条第４号で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 消防法に基づく自衛消防訓練の実施状況 

(２) 人権研修の実施状況を記載した書面 

(３) 指定管理者の当該年度の事業報告書、賃貸借表及び損益計算書等、法人等の概

要を示す書類 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（指定の取消し等） 

第 15条 町長は、条例第 24条第１項の規定により、指定を取り消すときは指定管理者

指定取消書（様式第 11 号）により、管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ときは指定管理者業務停止命令書（様式第 12 号）によりその旨を通知するものとす

る。 

（利用料金の減免） 

第 16条 条例第 27条の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

(１) 第７条第１項の規定により、町長が特に必要と認めたとき。 

(２) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定により利用料の免除又は減額を受けようとする者は、あらかじめ指定管

理者の許可を受けなければならない。 

（施行細目の委任） 

第 17 条 この規則に定めるもののほか、駅前広場の管理に関し必要な事項は、指定管

理者が町長の承認を得て別に定める。 

（読み替え） 

第 18 条 条例第５条ただし書の規定により駅前広場の管理を指定管理者に行わせると

きは、第４条から第９条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替

えるものとする。 

（補則） 

第 19条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


